
サービス名 内　容
はり・きゅう・
マッサージな
どの利用助成

70歳以上の人に、はり・きゅう・マッサージな
どの費用の一部が助成されます。
助成額／１回当たり1,000円（年間12枚）

緊急通報装置
の設置

１人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯は、緊急
事態に備えて、24時間体制で対応できる緊急通
報装置の貸与が受けられます。
費用／所得に応じて、１か月当たり０円～4,290円

認知症高齢者
等ＳＯＳネット
ワーク

認知症などで行方不明になる可能性がある人が、
地域での見守りや捜索を受けられます。

認知症高齢者
等見守りシー
ルの交付

認知症などの人が行方不明になった際、早期に
発見できるよう、インターネット上の伝言板で
発見者と家族がやり取りできるＱＲコードを印
字したシールが交付されます。

紙おむつの給付
自宅で寝たきりや認知症などで、常時失禁状態
にある市民税非課税の高齢者に給付されます。
給付枚数／年間540枚

サービス名 内　容
居宅介護
（ホームヘルプ）

自宅にホームヘルパーが訪問して、日常生
活の手伝いをします。

訪問入浴サービス 重度身体障がい者(児)の自宅に、入浴車が
訪問します。

移動支援事業 買い物などで外出するときに、移動の支援
を受けられます。

配食サービス １食当たり400円の自己負担で、食事の提
供と安否確認を受けられます。

障がい者施設への
入所・通所

家庭での生活が困難な障がいのある人が、
必要な訓練、指導を受けられます。

就労支援事業所
などへの通所

障がいがあり雇用されることが難しい人が、
必要な訓練を受けられます。

生活介護 通いでの機能訓練、給食、入浴などの支援
を受けられます。

児童発達支援 就学前の児童が、通いで集団生活への適応
訓練などを受けられます。

放課後等
デイサービス

就学している児童が、放課後や休日に施設
で生活能力向上の訓練などを受けられます。

医療費助成
重度心身障がい者（児）、指定難病・小児慢
性特定疾病の医療費の自己負担額の一部が
助成されます。

誰もが安心して暮らせるまちへ

市内に住む65歳以上の皆さんが、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、生活を支援するさまざま
なサービスを実施しています。利用に当たってのくわしい内容は、市ホームページで確認してください。

お年寄りの暮らしを支えます

高齢者福祉サービス 申し込み・問い合わせ先
高齢者福祉課高齢者班（☎62-5350）

障がい福祉サービス
心や体に障がいのある人が、喜びと生きがいを持って暮らしていけるよう、さまざまな福祉サービ
スを提供しています。利用者負担があるものや所得状況によって利用が制限される場合があるの
で、相談してください。

申し込み・問い合わせ先
社会福祉課障害福祉班（☎62-5351）

心身に障がいのある人を支えます

市の福祉サービス

サービス名 内　容

心身障害者扶養
年金制度

心身障がい者を扶養している人で、県の心
身障害者扶養年金に加入し、月々一定の掛
け金を納付していた人が亡くなったとき
に、残された心身障がい者に給付されます。

日中一時支援事業 介護者がいない日中に、施設で一時的な見
守りや日常的な訓練などを受けられます。

地域活動支援セン
ターへの通所

作業をしながらの指導、訓練、相談を受け
られます。

福祉タクシー利用
券の交付

福祉タクシーを利用する際の費用を助成す
る利用券が交付されます。

補装具費の支給 補聴器、車いす、装具などを購入・修理す
る場合に、費用の一部が助成されます。

特別障害者手当 常に特別の介護を必要とする20歳以上の
在宅の重度障がい者に支給されます。

特別児童扶養手当 20歳未満で在宅の障がい児を養育してい
る人に支給されます。

障害児福祉手当 常に介護を必要とする在宅の重度障がい児
に支給されます。

ねたきり身体障害
者及び重度知的障
害者介護手当

在宅の寝たきり身体障がい者、重度知的障
がい者を介護している人に支給されます。

サービス名 内　容

外出支援サー
ビス

寝たきり状態にある65歳以上の人や、身体障害
者手帳１～３級で下肢が不自由な40歳以上の人
が、市内にある医療機関などの送迎にタクシーを
利用する場合に助成されます。
助成額／利用券１枚につき500円

配食サービス
買い物や調理が困難な１人暮らしなどの高齢者
が、昼食の提供と安否確認を週３回以内で受け
られます。
費用／１食当たり400円

家族介護支援金
自宅で常に寝たきり状態にある高齢者で、要介護
４・５と認定され、日常生活自立度（寝たきり度）
がＢ２以上の人と同居する介護者に支給されます。
支給額／月額12,000円

住宅改修費の
助成

要支援・要介護認定を受けていない高齢者に、
手すりやスロープの設置にかかる費用の一部が
助成されます。改修前に申請が必要です。
助成額／対象改修費の２分の１で８万円まで
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